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Ⅰ．はじめに

裁判外紛争処理制度（以下、ADRとする）は、市民にとっては生活規範

と紛争解決規範があまり乖離せず、アクセスの簡便性や費用の低廉性がある

ほか、国家にとっても裁判所の負担軽減を図ることができるという利点があ

る1。これらの利点は、本稿が対象とするドイツでもわが国でもそれほど相

違するものではない。しかしこのような利点にもかかわらず、従来、ドイツ

のようにADRがそれほど活用されてこなかった国家もあり、その原因とし

て考えられたのが、権利の譲歩を好まない国民性や、裁判制度の充実に基づ

くADR利用のインセンティブの欠如などである2。もっとも近時では、裁判

所の負担の増加や、裁判官・裁判所職員等の人員不足からADRの重要性が
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見直され、ドイツでは当該負担を軽減する一連の立法的措置が講じられてき

たところであり3、この措置は本稿が対象とする航空旅客運送の領域でも例

外ではない。これは、後述のように、EU規則に基づき航空旅客の権利が強

化されたことにともない、当該旅客の権利行使が格段に増加したことで、立

法的措置の必要性が高まったからにほかならない。このことから、航空運送

の領域でも、実務における従前の意識を改革しながら、旅客の合理的な権利

行使に関してADRによって迅速かつ費用負担の少ない処理が可能かどうか

を検討する必要に迫られることになり、その結果、ドイツでは2013年11月1

日に航空交通調停法を成立させた。本法は、旅客の権利保護を目的としたい

わゆる調停（Schlichtung）4制度をドイツ航空交通法に導入するものであり、

現在ではすでに当該制度が運用されている状況にある。本稿は、このような

状況にある以上、当該制度がADRの一つの紛争解決方法としてどのように

運用されているかという関心から、航空交通法という狭い領域であるが、

ADRの一環として航空旅客の権利保護のためにドイツ航空交通法に導入さ

れた調停制度（現行航空交通法（Luftverkehrsgesetz）57条ないし57c条）

に関してこれまでの経緯を含め、どのような制度設計のもとで法的導入が図

られたのかを中心に、その概要を提示するものである5。

Ⅱ．航空旅客の権利の強化とその行使のための窓口

1．EU規則（（EG）Nr．261／2004）6に基づく旅客の権利の強化および問題点

航空運送の領域でも、搭乗拒否（オーバーブッキング；Nichtbeförderung）

や運送の遅延（Verspätung）、フライトのキャンセル（Annullierung）、手

荷物の紛失・損傷（Verlust, Beschädigung）、さらには身体障害者・老人等

の移動に制限がある者（behinderter oder mobilitätseingeschränkter Per-

sonen）の問題など、旅客のクレームに対する迅速な対応は常に喫緊の課題

になる。旅客の権利そのものがすでにEU法のレベルにおいて拡大されたこ
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とも、このような旅客のクレームがますます増加する傾向にあることを示す。

実際に、たとえばドイツでは、EU規則（（EG）Nr．261／2004）に基づく旅客

の権利の強化に基づき、各クレームが連邦航空局に届けられた数が毎年約

3，000件に及んでいるのが現状であり7、この状況から、クレーム処理の負担

が航空会社だけでなく、ひいては連邦航空局（Luftfahrt-Bundesamt; LBA）

にとっても無視できないものとなっている。

航空旅客がクレームを申し立てる場合に旅客が航空会社から満足する対応

を受けられなかったとすれば、多数の旅客にとって自己の権利の追及が完全

に終結したと認識することはない。そのため、旅客が航空会社からクレーム

を拒絶された場合、その憤りから法的な解明を要求するには、費用を払い弁

護士等の独立の第三者の支援によって国家の裁判所を利用する必要があっ

た8。しかしながら、たとえ旅客が自己の権利に基づき航空会社に法的な請

求権を行使しても、従来、成功するには相当な困難を伴ったか、あるいは低

額の訴額であるにもかかわらず、高い訴訟リスクを負担しなければならない

ことが認識されていた9。これは、航空会社が、たとえばフライトのキャン

セルもしくは大幅な遅延が自己の支配可能な責任の範囲外にある「特別な事

情（außerordentlichen Umstand）」10を原因とするので、支払う必要がない

と判断したことが一因であるとされる11。その反面、フライトのフル稼働と

いう航空会社の経済的理由から、オーバーブッキングやキャンセルがなされ

た結果、フライトの統合または相当な遅延を生じさせた事実があることも指

摘され、このような状況から、たとえば2010年には国際的に3，000万個以上

の旅行手荷物の紛失もしくは旅客への引渡しの遅延が判明したところであ

る12。そうであれば、これまで主張された航空会社の特別な事情の抗弁や経

済的理由が、現在、維持できるかどうかにつき疑問が生じるほか、旅客の側

でも、EU規則（（EG）Nr．261／2004）が明文をもって、航空会社は旅客に対

して十分な情報を提供しなければならないと定めるにもかかわらず（同規則
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14条1項）、当該旅客の権利に基づく補償金の支払いやサポートサービス（Be-

treuungsleistung）を受けることができるのかどうか、必ずしも十分な情報

が提供されていなかったことが判明した13。その結果、旅客は、本来ならば

モントリオール条約やEU法、国内法に基づき自己の請求権を行使できてし

かるべきであるが、実際のところは、迅速、効果的かつ費用面で有利な形で

請求権を行使できなかったことから、旅客は訴えの提起を躊躇し、請求権を

行使するインセンティブに欠けていたのが実状である。このことから、旅客

の側でも航空会社の側でも、これらの問題を克服する合理的な措置あるいは

制度を必要とするようになった。

2．権利行使のための「窓口」14

⑴ 裁判所 それでは、まず、航空旅客の権利行使に係る窓口として、

どのような機関が考えられるか。第一に考えられるのが、裁判所であろう。

旅客の権利行使に関して公表された裁判所の判決の数が、実際に過去数年の

間に増加したことからすれば、このことは、反面、国家による解決に期待す

る側面があることを示す。もっとも、裁判所における法的解決によれば、法

的拘束力を有する中立的かつ確定的な判決が下される利点があるとはいえ、

旅客の側では、むしろ杓子定規でなく、費用面で有利であり、迅速かつ合意

に基づき解決されることを期待する者が多い15。旅客の側では主として金銭

補償が問題にされるにすぎず、航空会社の側でも顧客の信頼の修復が問題で

あって、さらに、旅客の権利行使に要する訴額が低い場合が多数であること

からすれば、多数の旅客にはこのような事情が権利行使に際して事実上の障

害になることが懸念される16。そのため、旅客の権利の行使もしくは追及に

関しては、裁判所以外の別の代替手段が可能であるかどうかという問題を生

じさせた。

⑵ EU規則に基づく実施機関 そこで、次に考えられるのが、EU規
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則（（EG）Nr．261／2004）に基づく構成国の実施機関である。当該規則によ

れば、各構成国は、たとえばドイツの連邦航空局のように当該規則の実施に

係る国内執行機関（National Enforcement Bodies; NEB）を指定しなければ

ならず（同規則6条1項）17、この執行機関によって、旅客の権利行使に係

る法律上の規定が航空会社によって遵守されることが保証される。その審査

については、みずから監督を実施するほか、主権に基づく権能を行使し、も

し航空会社が当該規則に違反する場合には制裁も科すことができる（同規則

16条3項）。執行機関は、職権に基づき、あるいは旅客からの個人的クレー

ムに基づき、当該規則に違反する場合に「旅客の権利を守るのに必要な措置」

をどのように講じることができるのかを審査する。もっとも、とりわけ補償

請求権（同規則7条）に関する決定のように、当該規則に基づき個人的に行

使される法律上の請求権の確定が、執行機関の管轄に属するわけではないの

で、個々の具体的事案において補償金の支払いを求める旅客の要求に直接応

じられるものではない18。国内執行機関は、単にEU規則に違反する場合に

制裁を科し、航空会社が確定された補償金を旅客に受けさせることで、間接

的に個々の旅客を支援できるにすぎないものである。その意味では、必ずし

も完全な窓口として考慮できるものではない。

⑶ 消費者センター・ヨーロッパ消費者センター 他方、航空旅客は、

いわゆる消費者保護センター19やヨーロッパ消費者センター20でも、場合に

よっては費用面で有利な支援を受けることができる。ここでは旅客は、法的

な判断に基づく権利行使の機会について助言を求めることができ、たとえ国

境を超えるような訴訟の場合であっても、ヨーロッパ消費者センターのネッ

トワークを通じて支援を受けることが可能である21。しかし、各構成国の消

費者保護センターやヨーロッパ消費者センター自体は、必ずしも専門的に旅

客と航空会社の双方の特別な要求を扱うことはできないので、旅客の権利行

使の実現が双方のセンターに期待されうるものではなく、最終的に弁護士の
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支援を得ることが推奨され、当該事件が係属する限りでは、国内の調停機関

に移送されることも多い22。したがって、近年では、裁判所での権利追及と

いう伝統的な方法とならんで、各業界にはたとえばドイツの保険オンブズマ

ン（Ombudsstelle für Versicherungen）23のように、すでに成功がみられる

ADRモデルが存在するのが通例であって、多くの業界ではこのようなモデ

ルを利用する方がより受け入れられているのが現状である。このような状況

は、航空会社の場合にも例外ではなく、一般的に調停による合意に基づく解

決がすべての関係者に経済的であり、時間を節約しかつ旅客の憤懣を抑える

ことができるものと判断されている24。他方、企業の側でも、顧客との関係

を絶やすことなく、喪失した顧客の信頼の回復が可能になるほか、たとえ強

情な顧客であっても、調停機関が当該顧客に裁判をとどまらせるフィルター

的機能を果たし、航空会社の応訴負担を軽減できる利点もあることが指摘さ

れている25。

3．ドイツにおける公共交通機関調停機関（söp）

そうであれば、現在のところ、航空旅客の権利行使に係る窓口として、よ

り適切であると考えられるのが、調停の制度を利用できる調停機関であろう。

実際にEUにおいても、すでに旅客が自己の権利行使に関して調停による

ADRを利用する機会が付与されており、複数の構成国に調停機関が設置さ

れているところである。たとえばドイツでも、現在、後述する交通運営主体

を横断する公共交通機関調停機関（Schlichtungsstelle für den öffentlichen

Personenverkehr e. V.; söp）26が設置されているほか、オランダ、イギリス、

スイスならびに北欧諸国およびバルト三国のような他のEU構成国でも、調

停機関が同様に設置されており、これらの機関が相応の役割を果たしている

とされる27。

前述のように、2004年のEU規則（（EG）Nr．261／2004）によって、航空旅
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客の権利が規定されたが、この動きは実務においても衝撃をもって受け止め

られ、その後も欧州司法裁判所によって当該規則に基づく旅客の権利が拡充

されていった。これに付随する形で、航空交通における裁判外の紛争調停の

必要性もますます高くなったが、この需要に対して、たとえばドイツ国内で

は、2009年11月30日の解散当時まで存在した、民間主導型の「ドイツ交通ク

ラブ（Verkehrsclub Deutschland; VCD）」の調停部門がその対応を担ってい

たとされる28。このクラブはもともと機動的な調停機関を目指して設置され

たが、この設置は単なるプロジェクトの一つであったことから29、解散以降

は民間の企業が主体となった公共交通機関調停機関がその業務を引き継ぐこ

とになった。当該機関は、現在でもその活動を継続している。

公共交通機関調停機関は、もともとは2007年の「鉄道交通における旅客の

権利に関する規則」30をきっかけにベルリンに設置された同名の調停機関を

前身とするものであったが、現在では公共交通機関、つまり鉄道を含む、バ

ス・船舶・航空機を利用して外出したすべての旅客紛争の調停の横断的強化

が目的とされている31。当初、鉄道交通に限定されたのは、従前ではその職

務の重点がそもそも鉄道旅行にあり、バス会社や航空会社の他の交通企業の

協力の準備がなかったことを原因とする。そのため、たとえば航空会社の旅

客にとっては当該調停制度を利用できなかったという事情がある。しかしな

がら、バス交通32や船舶交通33の場合にも、当該調停機関による調停の利用が

ますます求められ、さらにその間に当該事情の見直しが進んだことから、こ

れら他の分野についても調停制度の利用が開かれることになった。立法作業

の過程でも、繰り返し当該調停機関の重要性が取り上げられたので、立法理

由書では、当該調停機関が「国土交通における旅客のための重要な窓口（An-

laufstelle）へと発展」することで、航空交通の分野もまた、その調停につい

て立法的必要性があることが述べられた34。これを受けて、ドイツ連邦議会

の審議においても、当該調停機関の任務が重大な役割を果たすことが認識さ
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れた。

このような展開を背景に、公共交通機関全体のための調停という考え方が

連邦政府にも受け入れられた結果、2009年10月26日の連立協定において「バ

ス、鉄道、航空機および船舶の各交通機関のための独立の横断的な調停機関

の設置を法律に定める」35ことが明示されたのである。その目的は、できる

限り包括的に消費者を保護しかつ調停費用に係る各セクター間の競争の歪み

を回避することにあった。しかしながら、その当時、欧州委員会のADR指

令案が2011年11月29日に公表され36、当該指令の適用範囲も契約上の請求に

基づく限り、航空交通における消費者の請求権にまで及ぶものであったため、

実際に公共交通機関全体のための調停という考え方が必要なのかどうか、一

部において活発な議論を引き起こしたのも事実である37。消費者保護団体の

側では、旅客の権利行使に際して喫緊の改善の必要性を要求したのに対し38、

航空会社の側から、アンケート調査に基づく現在の高い顧客満足度の存在が

指摘された39。また、ヨーロッパのレベルでは「航空旅客の権利レポート2011

（ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011）」において旅客のクレームの

増加が指摘されたのに対し40、ドイツの立法者によって、旅客のクレームの

取り扱い関して国際比較に基づく他のヨーロッパ各国の実務の現状が指摘さ

れた。しかし、立法理由書において明示されたように、ドイツの立法者には、

むしろ既存の調停機関のポジティブな経験の方が重要であったとされ、その

一例として、保険分野での保険契約者の請求権に係る保険オンブズマンによ

る調停の成功例や、鉄道分野での鉄道旅客の請求権に係る公共交通機関調停

機関による約90％の調停の成功率を掲げている41。これらの各経験が、航空

交通に調停制度を導入するためのインセンティブを与えるものとして位置づ

けられたのである。

このような事情から、2009年12月に公共交通機関調停機関が設立されて以

降、最初の8か月間で当該調停機関にすでに約2，000件もの調停申立てがな
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され、そのうち航空旅客の調停申立ては単独で800件にも及んだとされる42。

しかしながら、そもそも当該調停機関への航空会社自身の参加が不十分で

あったため、実際には数件の個別事案に限り、調停に付すことができたにす

ぎず、必ずしも制度の趣旨が十分に生かされることはなかった。このことは、

立法的課題を残すことになり、結果として後述する2013年の航空交通調停法

の制定につながったが、本法の制定後は、各航空会社の参加および協力も格

段に増加し、その数か月以内に、ドイツの航空会社全部と30社以上の国際的

な航空会社が当該調停機関の代表者会議に加入したとされる43。実際、それ

以降は旅客からすでに2，000件以上に及ぶ調停申立てが当該調停機関によっ

て処理された実績があり44、このような事件の処理の増加は、当事者が杓子

定規ではなく、迅速かつ独立の、費用面で有利な合意に基づく紛争処理方法

として調停制度を選択したことを示すものとして理解されよう。同時に、航

空会社の側でも調停手続に参加することで得られるポジティブな実務経験を

通じて、何年にもわたって抱いていたクレーム処理の疑念を払拭できるもの

となる45。

Ⅲ．2013年11月1日施行の航空交通調停法による調停制度の導入

1．立法の過程および基本方針

航空交通に直接もしくは間接に関係するすべての者の利益は多様かつ複雑

であり、その調整には高度な技術が要求されるが、この場合の調整の出発点

としては、少なくとも次の特徴を確認できる。すなわち、航空旅客の権利が

①多数に及び、②低い訴額であり、③その大半は同一の事実関係のもとで、

④通常は単純な判断で行使される、ということである46。このような特徴は

消費者の場合にも共通するが、その場合に認められることは、たとえ情報を

提供された熟練の消費者であっても、当該消費者は、「合理的無関心」とし

て低い訴額と、権利の行使に要する時間の浪費および高いコストから、実体
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法に基づく権利行使を放棄する場合があるということである47。そうであれ

ば、消費者の場合と同様に、紛争の解決には航空交通の領域でも、旅客に対

するADRの必要性が確認されうるほか、法律に基づく調停による解決も促

進されるべきものになる。そのため、当該領域にも調停制度を整備し、航空

会社が受託団体である調停機関に任意に加入し、調停が利用可能になれば、

このことは旅客にとって権利行使の可能性を高める結果にもつながることに

なろう。その結果、調停機関への受入体制の準備をいっそう促進させること

が重要であることが認識され、これまで調停機関への加入に慎重であった航

空会社の代表者への接触を図ることで、より集中的な対話の機会が設けられ

ることになった48。すなわち、ドイツ連邦航空交通経済連盟（Bundesverband

der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V.; BDL）に加入したドイツの航空

会社と、在ドイツ航空会社代表者会議（Board of Airline Representatives in

Germany e.V.; BARIG）に加入した外国の航空会社の双方の代表者による対

話である。この対話の結果、これらの航空会社が民間の調停機関への任意の

加入に賛意を表明する成果をもたらしたが、この協力関係の構築こそ、航空

交通の領域における調停制度導入のための立法の実現に向けた重要な措置で

あった。結果として、すでに2013年11月1日に施行されているが、航空交通

調停法49に基づき、航空交通を含む公共交通機関調停機関のような私法上の

民間主導型の調停機関の設置のほか（現行航空交通法57条）、さらに、公官

庁の行政主導型の調停機関の設置（同57a 条）もまた、明文をもって規定さ

れることになり、これをもって航空交通の領域での調停制度の整備が一応完

結されたのである（同57条ないし57c条）。以下では、その具体的内容をみ

ていくことにしよう。

2．調停機関

⑴ 私法上の調停機関（現行航空交通法57条） もっとも、航空会社は、
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現行航空交通法上、公共交通機関調停機関のような既存の施設に加入する以

外にも、独立性や公平性（Unparteilichkeit）など一定の要件のもと、新た

に設置される調停機関にも加入できるので、公共交通機関調停機関のような

既存の施設に加入するかどうかは航空会社の任意にまかされている50。しか

し、現在では、私法上の調停機関としては、公共交通機関調停機関が重要な

役割を果たしているのが現状であり、ドイツを代表するルフトハンザも当該

機関に加入している。私法上の調停機関は、前述の独立性および公平性のほ

か、法定審問（すべての関係者に陳述の機会を与えかつすべての関係者の利

益を考慮すること）、信頼性、手続規程および判決の迅速性のような法定の

要件（同条2項1文）を充足している必要があるが、公共交通機関調停機関

はこれらの要件を充足し、すでに連邦司法省によって承認を受けた機関であ

る。

前述の要件のうち、とりわけ手続規程の整備の要件に関していえば、調停

機関が制定する手続規程は新たに設置される調停機関を含め、ホームページ

への掲載あるいは送付によって、関係者がアクセスできるものでなければな

らないため（同条2項2文）、調停機関には、組織的かつ専門的な観点に基

づき（同条2項1文）公平かつ専門的資格を有する調停人が存在しなければ

ならない。これは、調停機関の判断が航空旅客に係る将来の裁判の基礎にも

なるからにほかならない。各航空会社の参加表明については、透明性の観点

から調停機関のホームページにおいて公表される（同条3項）。

⑵ 公官庁の調停機関（現行航空交通法57a条） 航空会社が私法上の

調停機関に加入しない場合、当該航空会社は、連邦司法省内に設置される公

官庁の調停機関に服することができるので（同条1項1文）、航空旅客は、

私法上の調停機関に任意に加入しない航空会社にも調停制度を利用させるこ

とができる。もともと調停制度の利用には、個々の具体的事件において調停

案の受入れが可能かどうか、調停が当該航空会社にも有利であるかどうか、
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さらに、航空会社が長い目でみて私法上の調停機関に任意に加入するかどう

かなどが航空会社に検討されることが期待されているが51、ただし公官庁の

調停機関の場合には、航空会社は必ずしも個々の具体的事件において調停手

続に積極的に参加する義務は存在せず、あるいは調停案を受け入れる義務が

存在するわけでもない（同条4項参照）。そのため、いわば強制調停義務は

存在せず、単に間接的な強制でしかないとされるが52、このような措置が講

じられたのも、常に裁判所への出訴の方法が残されている必要があるからで

ある（ドイツ基本法19条4項参照）。

なお、調停機関は、私法上の調停機関だけでなく、公官庁の調停機関の場

合にも手続規程を整備しなければならないので（同法57c条）、その整備の

ため、すでに連邦司法省によって「航空交通の調停のための航空交通法57c

条による規則（LuftSchlichtV）」53が制定されている。

⑶ 手続費用（手数料の徴収） 私法上および公官庁の調停機関におけ

る航空旅客の手続費用は、原則として無料である54。これは、多数の旅客に

とって裁判手続に要する費用が権利行使を妨げるからである55。公共交通機

関調停機関における調停の場合にも、現在では利用者に対して無料で提供さ

れているが、このように旅客が無料で利用できるのは、原則として航空会社

に対し、私法上の調停機関であれ、公官庁の調停機関であれ、これらの調停

機関によって徴収される対価の負担が強制されるからである（現行航空交通

法57条4項、57a 条3項）。この対価は、1件の調停につき、私法上の調停

機関の場合には、調停に要する経費と相当な関係にある額が当該調停機関に

よって確定されるが56、公官庁の調停機関の場合における手数料は、290ユー

ロをもって定められる（この額は、司法行政費用法（Justizverwaltungskos-

tenordnung）2条に基づき確定される）。

もっとも、例外的に、多数に及ぶ旅客の権利につき、その一部だけでなく、

全部について内容的に理由がないものとみなされるような場合には、調停機
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関の利用を抑制する必要があるため、私法上の調停機関の場合にも、公官庁

の調停機関の場合にも、調停手続の開始前に旅客に対し対価（20ユーロ以下）

を要求することができる（現行航空交通法57条5項1文・4文、57a 条4項

1文・2文）。その要件として、調停の承認・受理後2年以内において調停

の結果次第で旅客の権利の存否が判明するにもかかわらず、当該調停事件の

多数（50％以上）の調停申立てがなされたことを、調停機関が証明する場合

があげられる57。しかし、航空会社は、旅客の権利が調停手続で認容される

か、あるいは少なくとも権利の一部であっても理由があるものとみなされる

場合には、調停手続の終結後に旅客に対して当該対価を補償しなければなら

ない58。このような措置によっても、通常は調停機関に著しい作業負担は生

じないと理解されている。

さらに、航空旅客の濫用的な権利行使の場合にも、最高で20ユーロの対価

が旅客に要求される（現行航空交通法57条4項2文、57a 条3項）。これは、

濫用的な権利行使の場合における当該旅客への費用転嫁によって、調停機関

の負担を軽減することが目的とされる59。したがって、旅客の請求の見込み

がないことが完全に明らかであり、このことが何人にも認識できる場合、す

なわち、旅客の権利行使が客観的に侮辱的・侵害的性格を伴う場合や、旅客

が意図的に虚偽の記載を行うかもしくは明らかに重要な事情を調停機関に意

図的に知らせなかった場合などは、調停機関への濫用的申立てとして判断さ

れる60。

⑷ 航空旅客の支払請求権 旅客は、原則として①搭乗拒否、運送の遅

延もしくはフライトのキャンセルの場合、②旅行手荷物の破壊、毀損、滅失

もしくは運送の遅延の場合、③旅客が携行もしくは携帯する物の破壊、毀損

もしくは滅失の場合、あるいは④身体に障害を有する旅客や老人等のような

移動制限がある旅客の運送に際しての義務違反の場合において、ドイツ民法

13条所定の消費者の場合と同様の5，000ユーロ未満の支払請求権に限り、権
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利を行使できることが定められる（現行航空交通法57b条1項1文）。もっ

とも、5，000ユーロ以上の旅客の支払請求権をめぐる訴訟の場合には、調停

機関の手続規程が定める場合にはじめて調停の対象になる（同項2文）。と

りわけ人的損害に基づく権利行使の場合については本条の適用はない。5，000

ユーロという訴額は、旅客の延着に起因する損害の限度額を定めたモントリ

オール条約（19条、22条1項）に基づく4，694特別引出権（SZR）（＝約5，000

ユーロ）ならびに区裁判所の管轄に係る訴額の上限の5，000ユーロ（裁判所

構成法23条1号、71条1項）に対応して設定されたものである61。

①フライトの搭乗拒否、キャンセルおよび遅延（現行航空交通法57b条1

項1号） 旅客の権利の法的根拠に関係なく、支払請求権には、フライト

の搭乗拒否（オーバーブッキング）、キャンセルおよび遅延に基づく賠償請

求権が含まれる。ここでは、たとえばフライトの遅延に基づく旅客の距離に

応じた一括補償請求権（250ユーロないし600ユーロ；EU規則（EG）Nr．261

／2004の7条）あるいは旅客の航空券の払戻し請求権（同8条）などが考え

られる62。フライトの遅延の場合には、前述したようにモントリオール条約

に基づく補償請求権も含まれる（モントリオール条約19条、22条1項）。もっ

とも、食事やホテルの宿泊、乗り換え輸送、無償の遠距離通信など、サポー

トサービスに基づく請求権（EU規則（EG）Nr．261／2004の9条）は原則と

して金銭請求権ではないが、これらのサービスが提供されないかもしくは提

供が不十分であった場合において、旅客がいわゆる代執行（Ersatzvornahme;

ドイツ民法280条1項、241条2項）の方法に基づきみずからこれらのサービ

スを履行した場合は、間接的な金銭賠償請求権として、当該請求権も調停に

付すことができる63。

②旅行・携帯手荷物（現行航空交通法57b条1項2号・3号） 旅行手

荷物や携帯手荷物の場合にも同様に、当該手荷物の損害に係る金銭賠償請求

権を調停に付すことができる64。この請求権は、主としてモントリオール条
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約（17条2項・4項、22条2項）および事故の場合における航空会社の責任

に関するEU規則（規則（EG）Nr．889／2002）65にその根拠がある。

③身体に障害を有する旅客および移動制限がある旅客 身体障害者（規

則（EG）Nr．1107／200666の2条ａ）あるいは移動に制限がある者の運送に際

して、有効な航空券および予約を有するにもかかわらず、空港で飛行機に搭

乗させる義務を怠った場合など、運送に際しての義務違反に基づき旅客に発

生する支払請求権（ドイツ民法280条1項）についても、調停に付すことが

できる。

⑸ 当事者 ①債権者である旅客としての消費者 調停に付すことが

できるのは、旅客の権利に限定される（現行航空交通法57条1項、57a 条1

項）。この場合の旅客は、航空交通法上の「航空旅客（Fluggast）」（航空交

通法44条）であれ、モントリオール条約上の「旅行者（Reisender）」であれ、

債権者の呼称が問題になるわけではない67。旅客が、航空会社と締結する航

空運送契約の相手方であるかどうかも同様である。そのため、たとえ航空旅

客が実際にフライトを実施する航空会社（実行航空会社（ausführendes Luft-

fahrtunternehmen）であるコード・シェア・パートナー）と運送契約を締

結しなかった場合であっても、債権者である旅客は調停に付すことができる68。

もっとも、調停手続は、消費者の権利行使にも役立つべきであるので、旅客

は消費者である必要がある。そのため、航空会社が、企業あるいは公官庁と

締結する運送契約に基づき航空運送を実施する場合には、調停に付すことは

できない69。これは、旅客がたとえば企業の従業員である場合には、調停の

合意が任意になされる場合を除き、典型的には経済的弱者である消費者を調

停により保護する必要性を欠くからであるとされる70。したがって、調停を

利用できる債権者は、私的な目的のためにフライトを利用した消費者に制限

され（現行航空交通法57b条1項）、たとえば出張旅客が権利を行使する場

合には、引き続き直接に裁判所を利用するほかない。しかし出張旅客を除外
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することについては、一部の学説から疑義が呈されている71。

②債務者としての航空会社 債務者についても、債務者が「航空企業

（Luftunternehmen; 規則（EG）Nr．1107／2006）」、「実行航空企業（ausfüh-

rendes Luftfahrtunternehmen; 規則（EG）Nr．261／2004）」、「共同体の航空企

業（Luftunternehmen der Gemeinschaft; 規則（EG）Nr．2027／97）」であれ、

「運送人（Luftfrachtführer; モントリオール条約、航空交通法44条以下）」

であれ、その呼称が問題になることなく、旅客の権利の債務者になる72。そ

の意味では、航空会社の概念は包括的であり、単にドイツもしくはEUの事

業認可（Betriebsgenehmigung）を得た航空会社であることが重要であるに

すぎない73。

⑹ 調停の認可（現行航空交通法57b条2項1号ないし6号） 旅客も

しくは航空会社が旅客の権利を調停に付す場合には、次の除外事由に該当し

てはならない。すなわち、①ドイツの裁判所に管轄が存在しない場合（1号）、

②権利がすでに裁判所に係属するかもしくは係属していた場合（2号）、③

権利がすでに別の調停機関において行使されていた場合（3号）、④裁判外

の和解によって紛争が解決されていた場合（4号）、⑤権利が航空会社に対

して直接行使されなかったか、もしくは権利の行使から2か月以上経過して

いない場合（5号）、あるいは⑥権利行使の金額が10ユーロを下回る場合（6

号）、である。そのため、①の事由から、管轄がドイツの裁判所に存在しな

い場合にはそもそも調停に付すことはできないが、どの航空路線を飛行する

のか、消費者である旅客がどの国籍を有するのかに関係なく、原則として出

発の場合にはすべてのドイツ国内便、さらに到着の場合には第三国出身の航

空会社であっても、当該航空会社がEUの事業認可を有する「共同体の航空

企業」（規則Nr．261／2004の3条1項、2項）に該当する場合には、ドイツ

の裁判所が管轄を有することになる74。これに対して、⑤の事由は、調停手

続の開始前に、まず、みずから旅客の権利を調査する機会が航空会社に付与
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される目的で定められたものであるため75、調査の結果、もし理由があれば

航空会社に履行する機会が付与される。この規定は強行法であるので、旅客

による航空会社への権利行使が調停の前に先行していなければならない76。

したがって、航空会社が請求を受けたにもかかわらず、航空会社が請求を拒

絶するか、もしくは権利の行使から2か月以上が経過した場合であって、か

つ請求額が5，000ユーロ未満である場合にはじめて、原則として旅客に対し

無料で調停を利用する機会が提供されることになる77。もっとも、5，000ユー

ロを超える権利行使あるいは人的損害については、調停に付すことはできな

いので、このような損害を請求する場合には、旅客は、調停機関ではなく、

裁判所への出訴が強制される。もし旅客と航空会社の双方が調停案を受け入

れた場合には、この調停案に対し契約上の拘束力が発生するので、旅客は裁

判上自己の権利を行使できなくなる78。

ただし、裁判所によって確立された判例に基づき法律問題の原則が解明さ

れる必要がある場合には、この解明が調停によって妨げられてはならない（現

行航空交通法57b条3項）。旅客の請求権に係る法律問題について判例に相

違する見解が主張される場合や、法律問題がいまだ最高裁判所によって判決

されていない場合など、裁判所による法律問題の解明が必要な場合も考慮さ

れるからである。これにより、調停機関は調停を拒否できる余地が残されて

いることになるが、もっとも絶対的に拒否しなければならない性質のもので

はない79。

Ⅳ．結びに代えて

以上のように、航空旅客の実効的な権利保護を目的に、ドイツでは航空交

通法の改正を通じて、前述したような調停機関の設置によるADRの可能性

が開かれた。本稿は、その法的導入の経緯と規制の内容を簡潔に紹介したに

すぎないが、これに特化したのも航空分野でのADRによる紛争解決方法の
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一端を提示したかったからである。

従来、ドイツ人はそれほどADRを活用しなかったとされる反面、権利の

譲歩を好まない国民性であったことは、すでに「はじめに」で指摘したとお

りである。しかしそれにもかかわらず、現在、公共交通機関調停機関のよう

な調停機関による処理件数が増加傾向にあることは、比較的旅行好きなドイ

ツ人が当該制度に基づく旅客の権利行使の実効性を期待している現れでもあ

り、従前の意識も変化したと捉えることができる。権利行使自体が、EU規

則（（EG）Nr．261／2004）で強化されたにもかかわらず、権利保護に有用な

調停機関が存在しなければ、EU規則による強化もその実効性を喪失するこ

とにもなる。そこで、前述したような拘束力を有する調停手続が立法化され、

現実に航空交通法に導入されたわけであるが、この背景からは、今後の航空

旅客の権利保護のためには、ドイツがすでに杓子定規的な裁判による解決で

はなく、迅速かつ費用面で有利な手続に基づく解決を避けられない状況に

あったことも想像できる。

現実に当該手続が整備された以上は、航空交通の分野における旅客の権利

保護については、むしろADRによる解決の方が主流になっていくであろう。

この場合には、とりわけ現在の民間型調停機関である公共交通機関調停機関

が、航空分野を含め、交通分野全般にわたって多大な役割を果たし、貢献す

ることが期待されるところである。ただし、EU域内ではわが国と異なり、

各国が国境を接しているのが通常であることからすれば、当該調停機関が

ヨーロッパのレベルでも確実に定着が図られるかが次の課題になるように思

われる。各国の法実務および調停実務も取り込んだ形で、旅客の実効的な権

利保護が実現されうるかどうかは、今後の展開に待ちたい。

＊本研究は、福岡大学研究推進部の研究経費（課題番号：137101）によるも

のである。
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